
 

 

 

令和７年第 11 回 10 月定例会会議抄録 

                                

 

 

会津美里町教育委員会 



 

 

 １ 開催日時 

 

 ２ 開催場所 

 

 ３ 出席者 

 

  

４ 議事内容及び経過 

(１)開会 

 

 

 

(２)議事録の承認 

  

 

(３)教育長報告 

 

(４)審議事項 

議案第64号 

 

 

 

 令和７年 10月 28 日(火) 午前９時 00分から 

     

 会津美里町役場 本庁舎 ２階 206 会議室 

 

 歌川哲由教育長、１番 小関れい子委員、２番 鈴木貴博委員、３番 武藤文男委員、４

番 長峯由美子委員  

 

 

 午前８時 57分、教育長から開会が告げられた。 

 教育長から、会期は１日、出席者、議事録署名は出席委員全員とすることが告げられ、委員

全員に異議なく決定された。 

 

教育長から、「令和７年第 10回会津美里町教育委員会９月定例会議事録（案）」について、

その承認の可否を諮ったところ、全員に異議なくこれを承認することに決定された。 

 

 教育長から、教育長報告があり、質疑なく終了した。 

 

 

議案第64号「会津美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例」について、こども教育課長から説明があり、全員に異議な

く原案のとおり可決された。 



 

議案第65号 

 

 

 

 

議案第66号 

 

 

 

 

議案第67号 

 

 

 

 

議案第68号 

 

 

(５)協議事項 

 

 

 

 

議案第65号「会津美里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例」について、こども教育課長から説明があり、委員より地域限定保育士につ

いて質疑があった。その後、こども教育課長より説明があり、全員に異議なく原案のとおり可

決された。 

 

議案第66号「就学援助費交付対象児童生徒の認定について」教育長より会津美里町教育委員

会会議規則第16条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があり、これについて諮っ

たところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課長から説明があり、全員に異議

なく原案のとおり可決された。 

 

議案第67号「被災児童生徒就学援助費交付対象児童生徒の認定について」教育長より会津美

里町教育委員会会議規則第16条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があり、これ

について諮ったところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課長から説明があり、

全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

 議案第 68 号「会津美里町社会教育関係団体の認定について」生涯学習課長から説明があり、

全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

 （１）「総合教育会議について」 

・町民のスポーツ環境の充実について（部活動地域展開について）、こども教育課長補佐

及びこども教育課主幹兼指導主事兼教育支援室長から説明があり、協議を行った。来月の総合

教育会議の場では、部活動の地域移行について、運営方法も含め、忌憚のない意見を述べても



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６)報告事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らうことで了承された。 

・教育大綱（案）について、こども教育課長補佐から説明があり、委員より４ページのこ

ども教育の充実、基本施策１①～④及び基本施策２④学びのセーフティーネットの充実の目

指しているところについて質疑があった。その後、こども教育課主幹兼指導主事兼教育支援室

長から説明があり、教育大綱（案）について了承された。 

・「教育を行うための諸条件の調整」に関するものについて、教育長から説明があり了承

された。 

以上３点、総合教育会議で協議していくことで、全員に異議なく了承された。 

 

 （２）「その他」について、委員より、令和８年から実施する本郷科及びＩＣＴ支援員につ

いて質疑があり、こども教育課主幹兼指導主事兼教育支援室長から説明後了承された。 

 

（１）「共催・後援承認依頼について」こども教育課長から説明があり、全員に異議なく終

了した。 

 

（２）「児童生徒に関すること」及び（３）「教職員に関すること」について、教育長より会

津美里町教育委員会会議規則第 16条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があり、

これについて諮ったところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課主幹兼指導主

事兼教育支援室長から説明があり、全員に異議なく終了した。 

 

（４）「生涯学習に関すること」について、生涯学習課長から説明があり、全員に異議なく

終了した。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７)その他 

 

 

 

 

 

(８)閉会 

（５）「施設に関すること」について、生涯学習課長から説明があり、委員より契約解除の

経緯及び今後のスケジュールについて質疑があった。その後、生涯学習課長より説明があり、

全員に異議なく終了した。 

 

（６）「事務局報告事項」について、こども教育課長及び生涯学習課長から説明があり、全

員に異議なく終了した。 

 

（７）「その他」について、特になし。 

 

（１）「今後の行事予定について」こども教育課長補佐から説明があり、全員に異議なく終

了した。 

 

（２）「次回委員会の開催予定日について」こども教育課長補佐から11月28日、金曜日午前

９時00分から開催することが提案され、全員に異議なく決定された。 

 

午前 11 時 18 分、教育長から閉会が告げられた。 

 


